
４ 具体的な取組

那須町ケアラー支援推進計画について 【概要版】

１ 計画の概要

・計画策定の趣旨：那須町ケアラー支援条例制定を受け、ｹｱﾗｰ・ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ支援を推進するための基本方針や具体的施策を定め、ｹｱﾗｰ・ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ支援を推進していく計画とします。

・計画の位置づけと他計画との関係：那須町ケアラー支援条例第8条に基づく推進計画であり、保健・医療・福祉・介護・教育などと整合性を図り策定します。

・計画期間：令和6年度から7年度までの2年間を第1期計画とし、その後、令和8年度から上位計画である地域福祉計画の部門計画として統合していくこととします。

【計画の構成】 全5章により構成（１ 計画の概要、２ ケアラーを取り巻く状況、３ 条例の概要と計画推進の基本的事項、４ 具体的な取組、５ 計画の推進管理）

３ 条例の概要と計画推進の基本的事項

【条例の目的】全てのケアラー・ヤングケアラーが自分らしく、健康で文化的な生活を営むことができる社会の実現

【基本理念】(1)個人の尊重と孤立の防止 (2)多様な主体の連携による地域社会での支援 (3)子どもの成長や発達段階に応じた適切な教育の機会の確保

【責務・役割】(1）町の責務：ケアラーの把握、意向を尊重し支援を実施 (2)町民・事業者・関係機関等の役割：ケアラーの把握、支援に協力

【基本的施策】(1)広報及び普及啓発 (2)人材育成 (3)民間支援団体等による支援の推進 (4)体制の整備

推進項目①認知度の向上及びケアラー支援の理解の促進
◆ケアラー支援の理解と周知

・町民全体へのケアラー支援に関する広報・啓発活動

・児童生徒へのヤングケアラーに関する講話等の実施

【計画推進のスローガン】 わたしもだいじ あなたもだいじ

推進項目②相談・支援体制の整備
◆相談窓口の明確化及び機能の充実と支援機関の連携・協力体制の構築

・相談窓口を明確化し、周知啓発を実施

・相談専門機関・学校関係者への研修の実施

推進項目③多様な機関の効果的な支援施策の推進
◆ケアラーの心身の負担軽減や生活環境の改善を図る多様な支援策の推進

・交流の場・機会づくりの推進

・ケアラー・ヤングケアラー個々に応じた生活支援等の提供

推進項目④人材の育成
◆ｹｱﾗｰ・ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ支援のプロセスが効果的に実施されるための人材の育成

・ケアラー・ヤングケアラー支援機関等への研修

・学校関係者等への研修

５ 計画の推進管理 那須町ケアラー支援推進協議会への報告、作業部会での具体的内容の検討、庁内連携会議等により推進体制の確保

２ ケアラーを取り巻く状況

・那須町の人口は、平成17年にピークを迎えその後減少しています。高齢者人口は平成7年に5,000人を超え、年少人口と高齢人口が逆転し、令和3年には高齢人口が10,000人、

高齢化率も40％を超え、これとともに認知症高齢者の増加が見込まれます。また、介護保険における要介護認定者数も年々増加しています。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳の所持状況は、精神障害者保健福祉手帳の所持者が増加傾向にあります。これらのことから、家族介護者等の増加とその負担が増大すると見込まれます。

（計画全体版）
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令和６年度 那須町 

成 年 後 見 相 談 会 

無 料 

今は元気に暮らしているけ

れど、認知症になったら財産

の管理が心配… 

 

障がいを持つ子どもがいるけれ

ど、自分が動けなくなったらどう

しよう 

 

高齢者・障がい者のための成年後見

相談会を開催します。 

司法書士が成年後見に関する疑問

にお答えします。 

成年後見制度は、財産や権利を守る

身近なしくみです。 

 

☎ ０２８７－７２－６９１７ 
 

那須町役場 保健福祉課 
 

受付時間：９時～１７時  

(土日祝日を除く) 

各日 先着２名 

事 前 予 約 制 

令和６年 ４月１２日・５月１０日 

６月１４日・７月１２日 

８月９日・９月１３日 

１０月１１日・１１月８日 

１２月１３日 

令和７年 １月１０日・２月１４日 

     ３月１４日 

☆毎月第２金曜日 午後１時～４時 

   

相 談 日 

ゆめプラザ・那須（相談室） 

那須町大字寺子乙２５６６－１ 

場  所 
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那須町成年後見センター 

 

不動産や預貯金のなどの財産の管

理が難しくなってきた 

 

悪徳商法の被害にあいそう 
自分が動けなくなったときに 

障がいを持つ子どものことが心配 

住所：那須町大字寺子丙３－１３  電話：０２８７－７２－６９１７ 

（那須町役場保健福祉課） 
 

那須町成年後見センター 

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神

障がいなどより、判断能力が不十分な方の財産や

権利を守る法的な制度です。 

一人で悩まないで、お気軽にご相談ください。 

 

 

相 談 窓 口 

那須町社会福祉協議会 

那須町大字寺子乙２５６６－１ 

（ゆめプラザ・那須内） 

☎０２８７－７２－５１３３ 

那須町役場保健福祉課 

那須町大字寺子丙３－１３ 

☎０２８７－７２－６９１７ 

 

那須地区地域包括支援センター 
那須町大字寺子乙２５６６－１ 

（ゆめプラザ・那須内） 
☎０２８７－７１－１１３８ 

高原地区地域包括支援センター 

那須町大字高久甲４３０１ 

☎０２８７－７３－８８８１ 

住み慣れた地域で安心して暮らすため、成年後見制度の利用を促進する中核的な

役割を持つ機関として、那須町成年後見センターを設置しました。成年後見制度に

関する周知活動や協議会の運営、相談会の開催などを行います。 
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